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�．序論

現代の国家は、行政システムを基に様々な政策や事業を展開している。

行政システムは、歴史的に政治・経済・社会・文化などの繁栄と密接に関

係し、国の発展段階によってその役割や機能も変化してきている。すなわ

ち、行政システムはその時代を反映した形で変化してきたといえよう。現

在の世界はグローバル化と情報化によって、モノ・カネ・ヒトの移動が自

由になるにつれて国際競争がますます激しくなっている。各国は国内的な

行政効率化のみならず、国際競争に対応するためにも行政システムに国際

競争の論理を導入する動きが本格化している。例えば、フランスは２２個の

地方行政機関を６個の広域地方行政機関に合併する方向で検討が行われて

おり１）、連邦制のドイツは１６個の州を９個の広域地方行政機関に改編する

構想を打ち出している２）。

日本は、４７都道府県を１０個程度の道州制に整備する方向で検討している。

都州制は、北海道以外の地域に数個の州を設置し、国と地方の関係を見直

し、現在の都道府県より多くの地方自治権（財源と権限）を与えることで、

地域経済の活性化や財政健全化などの問題を解決する打開策として提案さ

れている。２００８年に発表した道州制に関する中間報告３）によると、明治維

新以来の体制から現在の経済大国を成功させたが、これからの時代にはそ

の有効性が喪失されたと指摘し、２１世紀国際競争を勝ち抜くためには新し
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い国の姿をつくることが主要課題であると位置づけている。

韓国においては１９９５年に部分的な行政区域の調整が行われたが、地方行

政システム改編については２００６年に実験として済州道を「特別自治道」に

指定したことをきっかけに、２００８年に政権交代によるハンナラ党のイ・

ミョンバク政権に変わってからはその必要性がもっと強調され、議論が活

発になっている。イ・ミョンバク政権は、国土発展を７個の広域経済圏に

編成する「５＋２広域経済圏」という構想、すなわち首都圏、江原圏、忠

清圏、大慶圏、湖南圏、東南圏の５広域経済圏と江原圏・済州圏の２特別

広域経済圏にする「創造的発展方案」を進めている４）。

本研究の目的は、現在議論されている韓国の地方行政システム改編（地

方自治体の階層構造及び行政区域の改編）について、その背景や現状を分

析し、その論理を明らかにすることである。まず第２節では地方行政シス

テム改編の必要性、第３節では近年の地方行政システム改編の歩み、第４

節では現行の地方行政システム改編の方向、第５節では韓国における地方

行政システム改編の論理を明らかにし、最後に、韓国の地方行政システム

改編の意義について述べる。

�．地方行政システム改編の必要性

韓国における地方自治体の階層構造及び行政区域の改編の議論（地方行

政システム構想）は、単に地方自治体の行政費用の節減（経済性）や行政

事務の能率（効率性）のみを考慮したものではなく、国の国際競争力を念

頭に置いた地方自治体の規模や階層構造を調整するという視点（国際性）

から始まったといえよう。この構想は、アジア通貨危機（IMF借款）を

乗り越え、２１世紀のグローバル競争時代に対して「行政の高費用低効率」

という現在の地方行政システムでは勝ち抜けられないという危機感が色濃

く反映されている。

まず、国内的には、政治勢力の構造的変化（民主党からハンナラ党への
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政権交代）、地方分権主義の台頭（１９９５年から地方自治法が施行されたが、

地方分権の強化を求める傾向）、地域均衡発展の要求（１９９０年以降の広が

る地域間経済格差への是正要求）などの視点からも地方行政システムの改

編は必要性が強く求められている。

一方、国際的な視点から見ると、世界の都市と都市間の競争も激しさを

増しているのも事実である（インチョン・ハブ空港建設がその一例である）。

この意味でも地方行政システムの改編を国の国際競争力強化の重要な要素

として位置づけていることがうかがえる。すなわち、韓国において地方行

政システムの改編は、「グローバル競争時代への対応」という国際的な視

点も前提になっている。

韓国において地方行政システム改編の必要性に対して与野政党は、共通

認識を持ちながらも進展がないまま現在に至っている。それには、まず地

方行政システム改編に対する十分な国民の支持や理解が得られてないとい

う世論がある。現在の地方行政システムに慣れてきた住民や利害関係者（地

方自治体の長、地方議会委員、地方公務員など）の反発が根強くあるのも

ひとつである。そして行政効率性や国際競争力の強化の意義よりも政界に

おいての改編動機の相違（政党の利益や戦略、選挙区の区分けや議員数配

分等）が根底にあるとも考えられる。

�．地方行政システム改編の歩み

現在、韓国における地方行政システムは、広域自治行政階層（特別市１

個、広域市６個、道８個、特別自治道１個など１６個）、基礎自治行政階層

（市７５個・郡８６個・区６９個など２３０個）、下部行政階層（行政市２個、非自

治区２８個、邑２１４個、面１，２０２個、洞２，０５８個など３，６１６個）のように３階層

構造に構成されている。下部行政階層の下には、最小組織単位として「通・

里・班」がある。２０１０年１月１日現在、人口はソウル（Seoul）特別市が

総人口の２０．５％を占めており、釜山（Pusan）市、大邱（Daegu）市、仁川
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表１ 韓国行政区域現況（�）

（２０１０年１月１日現在）

区 分
市・郡・区

行政市・
非自治区

邑・面・洞

市 郡 区 市 区 邑 面 洞
特別市 ソウル

Seoul
２５ ４２４

広域市 釜山
Pusan

１ １５ ２ ３ ２１０

大邱
Daegu

１ ７ ３ ６ １３４

仁川
Incheon

２ ８ １ １９ １２１

光州
Gwangju

５ ９２

大田
Daejeon

５ ７６

蔚山
Woolsan

１ ４ ４ ８ ４４

道 京畿
Gyeonggi

３１ ２７ ２０ ３２ １１０ ３９７

江原
Gangweon

１８ ７ ２４ ９５ ７４

忠北
Chungbuk

１２ ３ ２ １４ ８９ ５１

忠南
Chungnam

１６ ７ ２ ２６ １４５ ４０

全北
Jeonbuk

１４ ６ ２ １４ １４５ ８２

全南
Jeonnam

２２ ５ ３１ １９８ ６６

慶北
Gyeongbuk

２３ １０ ２ ３６ ２０２ ９３

慶南
Gyeongnam

２０ １０ ２０ １７７ １２３

特別
自治道

濟州
Jeju

７ ５ ３１

計 ７５ ８６ ６９ ２ ２８ ２１４ １，２０２ ２，０５８

出所：韓国行政安全省『地方自治体の行政区域及び人口現況』２０１０年、４頁。
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（Incheon）市、光州（Gwangju）市、大田（Daejeon）市、蔚山（Woolsan）

市という五つの広域市が総人口の２５．７％を占めるなど、特別市と広域市の

大都市に総人口の過半数近くが居住していることがわかる。日本の県に

相当する九つの道は、京畿（京畿道：Gyeonggi-Do）、江原（江原道：

Gangweon-Do）、忠北（忠清北道：Chungcheongbuk-do）、忠南（忠清南道

Chungcheongnam-do）、全北（全羅北道：Jeonlabuk-do）、全南（全羅南道：

Jeonlabuk-do）、慶北（慶尚北道：Gyeongsangbuk-do）、慶南（慶尚南道：

Gyeongsangnam-do）、濟州（濟州道：Jeju-do）特別自治道がある。（表１、

表２参照）

韓国における地方行政システムについて、大きな改編が始まったのは、

１９９５年に地方自治制の開始からである。特に、高度経済成長による行政需

表２ 韓国行政区域現況（�）

（２０１０年１月１日現在）

区分 通 里 班 面積 世帯数 人口
特別市 ソウル １２，７５３ ９８，７４７ ６０５．２８ ４，１１６，６６０ １０，２０８，３０２
広域市 釜山 ４，３２２ １３９ ２６，０４７ ７６６．０７ １，３２３，７７１ ３，５４３，０３０

大邱 ３，２４１ ２４８ ２２，８１４ ８８４．１１ ９０６，４７０ ２，４８９，７８１
仁川 ３，６７７ ２６０ ２１，０５１ １，０２７．０１ １，０２６，９３６ ２，７１０，５７９
光州 ２，１３９ １０，５４１ ５０１．２７ ５２４，０９３ １，４３３，６４０
大田 ２，３５０ １２，９７１ ５３９．８６ ５３８，１００ １，４８４，１８０
蔚山 １，０７７ ３４２ ９，６７８ １，０５８．２０ ３９４，３６４ １，１１４，８６６

道 京畿 １０，７６６ ４，０２７ ８４，５０７ １０，１８６．５７ ４，３５９，４６７ １１，４６０，６１０
江原 １，８８９ ２，１９７ ２１，１４０ １６，８７３．９４ ６１７，６９３ １，５１２，８７０
忠北 １，６９０ ２，８９４ １８，３５２ ７，４３３．１７ ５９９，２０４ １，５２７，４７８
忠南 １，０４８ ４，５３４ ２５，３２１ ８，６２８．９８ ８２７，８４６ ２，０３７，５８２
全北 ２，７７７ ５，０９８ ２３，４７４ ８，０６１．４９ ７２０，９９３ １，８５４，５０８
全南 １，５６９ ６，６５５ ２３，１６５ １２，２３２．０８ ７８３，１５６ １，９１３，００４
慶北 ２，５８６ ５，１５０ ３９，３９６ １９，０２９．１５ １，０７３，３６７ ２，６６９，８７６
慶南 ３，０３９ ４，７４７ ３３，３４６ １０，５３１．９７ １，２３１，４６１ ３，２５０，１７６

特別自治道 濟州 ４７９ １７２ ５，２０４ １，８４８．７２ ２１７，７１１ ５６２，６６３
計 ５５，４０２ ３６，４６３４７５，７５４ １００，２０８．０５ １９，２６１，２９２ ４９，７７３，１４５

注：面積は、未復旧地域面積を含む。
出所：韓国行政安全省『地方自治体の行政区域及び人口現況』２０１０年、５頁。
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表３ 韓国の地方行政システム改編の動き

年月 議論内容

１９９５年 ・８１市郡から４０市郡に改編

・生活圏と地方行政システムとの不一致、地方財政力の弱化、地域格差の

深化、行政サービスの費用増加及び葛藤等の課題山積

２００１年 ・民主党の提案（実現せず）：広域及び基礎地方自治体を統廃合し、１３０～

１６０個の地方自治体に

２００５年 ・民主党（ノ・ムヒョン政権）の「中大選挙区制」とハンナラ党の「地方

行政システム改編」の提案：国会で「地方行政システム改編特別委員会」

設置に関する論議のみで終了。

－内容：�地方自治体の２階層構造を１階層構構造に
�市郡区を広域化
�邑面洞に限定的自治権、準地方自治体に転換
�大圏域別「国家地方広域行政庁」の設置

２００８年 ・ハンナラ党（イ・ミョンバク政権）は市郡区を合併し、７０個の広域市へ

の改編案を、民主党は３段階の地方行政システムに改編し、７０個の地方

自治体への改編案を提案、両党は現行の広域市・道を廃止、市郡区を広

域化に基本認識に留まる。

・自由先進党：「強小国連邦制」で立法機能まで付与

２００９年

１０月

・中央政府：合併対象地域の６ヶ所選定

・地方自治体から中央政府に合併意見提示（９月３０日まで）

・１８地域の４６地方自治体が推進

－当該住民の意見調査（１０月２４日～１１月６日）

－住民の５０％以上賛成地域⇒６地域選定（１１月１０日）

２０１０年

７月

・馬山（Masan）市、昌原（Changwon）市、鎭海（Jinhae）市が合併成立、

当該地方自治体の議会によって合併議決

２０１０年

（現在）

・城南（Sungnam）市、廣州（Kwangju）市、河南（Hanam）市が合併交

渉中

－廣州市と河南市は議会議決済み（基本合意）、城南市は市議会保留中

・その他の住民賛成５０％以上の地域

－世論調査の信頼性に疑問、政治的理由、主導権の論争等により、進展

せず

・現在、３党（与党のハンナラ党、野党の民主党と自由先進党）による地

方行政システム改編に関連する３法案が国会保留中

出所：韓国地方自治学会『自治行政区域（階層）改編政策討論会』２００９年、３～４頁、大田
発展研究院『大田発展フォラム』通巻３２号、２００９年、６３頁、未来韓国財団『地方自治』
第２５３号、２００９年１０月、５３頁。
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要の拡大やインフラ整備（交通・通信）の進展などをベースに政治的な要

素（地方自治権の強化等）が加わり、地方自治体の行政効率性や財政力を

確保するため、行政システムの改編が求められたのである。その後、２０００

年代に入り、民主党のノ・ムヒョン政権から選挙制度の改革提案（中大選

挙区制）や選挙区の調整など本格的な議論が行われるようになった。しか

し、政治的な合意が得られず、２００８年政権交代（ハンナラ党のイ・ミョン

バク政権）以降も地方自治体の階層構造や機能について論争が続いている。

（表３、表４参照）

�．地方行政システム改編の方向

韓国の地方行政システム改編は、政治主導で議論されており、政党の考

え方や政治家の活動によって大きな影響を受けることになっている。地方

自治体の階層構造及び行政区域の改編に関する３党（与党のハンナラ党、

野党の民主党と自由先進党）の各改編案（法案）内容からみると、第１に、

表４ 行政区域の変遷

特別市 広域市 道 市 郡 区 邑 面 洞
１９５３ １ ９ １９ １３５ ９ ７５ １，４４８
１９６０ １ ９ ２６ １４０ １５ ８５ １，４０７
１９７５ １ １ ９ ３３ １３８ ３０ １２２ １，３４６
１９８０ １ １ ９ ３８ １３９ ４１ ２０４ １，２９１
１９８１ １ ３ ９ ４６ １３９ ４１ １８８ １，２５３
１９８６ １ ４ ９ ５７ １３９ ４４ １９０ １，２７４
１９８９ １ ５ ９ ６７ １３７ ６３ １７９ １，２６０
１９９７ １ ６ ９ ７１ ９４ ９０ １９５ １，２３１
２０００ １ ６ ９ ７２ ９１ ９０ １９６ １，２２９
２００７ １ ６ ８ ７５ ８６ ６９ ２１２ １，２０６ ２，１６６
２０１０ １ ６ ８ ７５ ８６ ６９ ２１４ １，２０２ ２，０５８

注：各年１月１日現在、２００７年と２０１０年は、特別自治道１ヶ所、行政市２ヶ所、一般区２６ヶ
所を含む。

出所：韓国行政安全省『地方自治体の行政区域及び人口現況』２０１０年、３９４頁～３９５頁より抜
粋作成。
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基礎地方自治体（市・郡・区）を統廃合して広域化すること、第２に、広

域地方自治体（広域市：ブサン広域市、インチョン広域市、テグ広域市、

クァンジュ広域市、テジョン広域市）を廃止して国家広域行政機関を新た

に設置すること、第３に、地方行政システムを１階層化することについて

は、共通の認識を示している。

これらの共通認識からみると、「規模」を重視することがうかがえられ

る。すなわち、「人口」を基準にすることが多い。政治家にとって、これ

は選挙区と密接な関係があるからである。しかし、２００９年総人口の９０．８％

が都市部に人口が偏っている韓国の事情を考慮すると、人口だけを基準に

すれば都市部と農村部との地域間不公平性が生じるであろう。

また、政党（国会議員）の認識からは、地方行政システム改編の論理が

地方自治理念との整合性が取れていない点もある。すなわち、地方分権の

ための改編ではなく、中央集権化のための改編ではないかという疑問があ

るからである。ここで、政党及び政治家による提案を端的にイメージ図か

ら分析すると、まず、市を合併した上で道を存続させる案（Ａ案）は、与

党であるハンナラ党のコン・キョンソク委員によって出された提案で、既

存の地方行政システムをほぼ維持するような形式をとり、混乱を避けられ

るメリットがあるが、変革には至らないイメージがある。

市を合併した上で道を廃止させる案（Ｂ案）は、ハンナラ党のホ・テヨ

ン委員と民主党のウ・ユングン委員によって提案されたもので、今まで論

争の中で、道の廃止案の論理性（道の無機能論）からは受け入れやすい案

でもあるが、生活圏を中心とした自治体の規模の適正性が問われる問題を

抱えている。広域道連邦（Ｃ案）は、野党の自由先進党と韓半島先進化財

団によって出された提案で、現在の１６ヶ所の広域地方自治体と２３０ヶ所の

基礎地方自治体を、４～５広域地方自治体と１００余りの基礎地方自治体に

改編し、中央政府は外交、国防、教育、治安等を担当し、広域地方自治体

は行政、教育、治安等を担当することを想定している。この案は連邦制を

想定しているが、地域間格差が激しい現状の中で中央政府から相当の権限
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図１ 地方行政システム改編に関する３大方案のイメージ

市合併＋道存続（Ａ案） 市合併＋道廃止（Ｂ案） 広域州連邦（Ｃ案）

出所：韓国朝鮮日報社『朝鮮日報』２００９年７月９日。

と財源を連邦政府に移譲できるかは疑問が残る。いずれにしてもこれらの

３案は、「道」という枠（行政区域）を超えない範囲での議論で、今日の

道路・通信・生活圏・経済圏（国際事情）などと未来の発展を考慮した場

合、既存の「道」の行政区域がどのような意味を持つだろうかについてま

ず議論すべきではないかと思われる。（図１参照）

最近の議論の方向を分析すると、政界では、地方行政システム改編につ

いて、与党ハンナラ党と野党自由先進党が方法論には異見ではあるが、原

則論には合意したこと、野党民主党がこれに積極的な推進の姿勢を決定し

たことで論争が活発になっている。しかし、野党の進保新党と民主労働党

は依然として反対の立場である。（表５参照）

自治体としては、江原道と京畿道は絶対反対の立場であり、釜山（広域

市）と慶北（慶尚北道）は慎重に意見調整が必要であるという立場を示し

ている。この反対の理由としては、地方行政システム改編が新中央集権型

に変質させる可能性、住民と密接な福祉や基礎行政サービス等のための行

政階層の追加発生、都市中心部の乱開発と農村地域の貧困化、既存の広域

市や道の重点事業が失われる可能性、地域感情解消効果の不透明性などを
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指摘している。

学界は、概ね地方行政システム改編について賛成の立場であり、全面的・

部分的改編論者と邑・面・洞まで自治権を与えるべきであるという主張な

ど多様な意見がある。全面的改編論者達は、全国を広域市システムに転換

することを焦点としている。部分的改編論者達は、広域地方自治体と基礎

地方自治体に分離し、市・郡・区は合併、邑・面・洞は廃止することを主

張している。また、現行制度の補完論者達は、準自治法人格を付与するこ

とを強調している５）。学者達の広域行政階層と基礎行政階層に対する主張

を整理すると、次のとおりである。（表６参照）

表５ 行政区域に関する政界及び機関等の意見

政界及び機關 内 容

新韓国党
（１９９６年）

広域：「道」廃止（特別市は５個に分割）→自治１階層化
基礎：５０～６０個に合併
その他：自治「区」廃止

Lee, Jaeoh議員
（１９９６年）

広域：「道」廃止、特別市及び広域市調整→自治１階層化
基礎：４８個に合併（１００万人規模）

行政改革委員会
（１９９８年）

広域：規模縮小調整
基礎：都農統合的区域改編

ヨリンウリ党
（２００５年）

広域：「道」廃止→自治１階層化
基礎：７０個の広域市形態に合併

国会特委
（２００６年）

広域：「道」廃止→自治１階層化
基礎：「市・郡」合併、自治「区」を行政「区」に転換

民主党
（２００８年）

広域：「道」廃止→自治１階層化
基礎：６０～７０個の広域化（合併）

自由先進党
（２００８年）

広域：６個程度の自治州（外交や国防以外の権限付与）
基礎：１２０～２００個に改編
その他：強小国連邦制、地方自治体に立法権付与

Heo, Taeyul議員
（２００８年）

広域：「道」廃止（５～７個の広域行政庁設置）→自治１階層化
基礎：７０個程度の広域市形態に合併

Kweon, Kyungsuk

（２００８年）

広域：現行維持（特別市自治区調整、広域市内の自治「区」廃止）
基礎：５０～６０個に合併
その他：「道」委任事務のみ遂行

出所：韓国地方自治学会『自治行政区域（階層）改編政策討論会』２００９年、３２頁。
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表６ 行政区域に関する学界の意見

学者名 内 容

Choi, Changho

（１９８１年）

広域：一部調整（１２道設置）
基礎：指定市制度の導入（５０万人以上を市）
その他：市昇格を活性化

Kim, Anje

（１９８４年、１９８８年）

広域：「道」の規模縮小及び細分化（１９８４年、１９８８年）
行政階層化（１９８８年）

基礎：「郡」の規模縮小、５０万人以上「市」特例制度導入

Choi, Sangchoel

（１９８５年）

広域：１６個の市
基礎：「郡」の拡大（１０万人以上「郡」、５万人未満は合併）
その他：「邑」の市昇格活性化

Choi, Yangboo

（１９８８年）

広域：１６個（半径６４�）
基礎：１４４個（半径１６�、定住生活圏）
その他：「邑・面・洞」廃止

Lee, Jongsoo

（１９９６年）

広域：廃止→自治１階層化
基礎：調整
その他：「邑・面・洞」廃止

Hong, Junhyun

（１９９６年）

広域：５個の大圏域または１８個の中圏域（地域間移動形態考慮）
基礎：調整（定住圏、通学人口５０％未満の地域は合併）
その他：「邑・面・洞」段階的廃止

Kim, Inshik

（１９９６年）
広域：４個の「道」に改編（中部道、西部道、東部道、南部道）

Pak, Seungju外
（１９９８年）

広域：「道」廃止→自治１階層化
基礎：５９個の広域市
その他：自治区、準自治体化（区長直選、議会廃止）

Kim, Byungguk

（２００６年）

広域：現行維持（１階層）、国家行政機関（２階層）
→自治（１階層）
基礎：市と郡は合併

Shin, Dochoel

（２００８年）

広域：４個の広域地方自治体
基礎：１００個に合併
その他：広域市（１基礎自治体または５０万人程度に分割）

Kum, Chanho

（２００８年）

広域：８個の圏域に調整
基礎：自律合併
その他：既存広域経済圏と連携して圏域画定

出所：韓国地方自治学会『自治行政区域（階層）改編政策討論会』２００９年、３１頁。

以上の意見の論点を整理すると、第１案としては現行の自治２階層を維
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持する案で、広域自治体はそのままで基礎自治体は合併して拡大すること、

第２案としては現行の自治２階層は維持するが、広域自治体を４～８個に

合併し、基礎自治体は合併して都市化すること、第３案としては広域の

「市・道」を廃止し、自治１階層にし、また基礎自治体は合併して都市化

することに要約できる６）。

地方行政システム改編を議論するための基本前提としては、まず国民的

な共感が重要で、明確な地方分権を制度化するためには憲法の関連条項７）

の改正が必要とされている。地方行政システム改編の原則としては、階層

性、経済性、民主性、実現性等が提示されている８）。また、改編の基準と

しては、行政能率、共同体意識、住民参加、財政均等化、便宜生活等があ

げられており９）、基本方向としては地方行政階層の単純化、行政区域の広

域化等が議論されている１０）。

自律的に合併する自治体には、多様な特例措置を与え、行財政上の不利

益や住民に新しい負担が発生しないようにする。合併後に超過する公務員

数は、定員外として認めるとともに、合併に使われる直接費用を予算内で

支援することとなっている。このように、全面的な地方行政システム改編

に先立って部分的には、地方自治体間の自律的合併を促している。その合

併方式は、まず、地方自治体当事者間の合意が得らえると、それに関する

特別法を制定し、支援政策を決定する方式をとっている。その具体的な過

程は、次のとおりである。

自律的な合併手続の過程

�当該自治体の合併意見の提示
（住民、議会、自治体長）

↓

�当該自治体の世論調査

↓

長崎県立大学経済学部論集 第４４巻第２号（２０１０年）

１２



しかし、この合併方式であれば、地方自治体当事者間の合意が得られて

も立法の段階で政治的な事情によって合併が成立しない場合がある。した

がって、韓国の合併方式は、当該地方自治体の住民の意向よりも政治的な

意向が優先される仕組みになっているといえよう１１）。また、自律的な合併

�当該自治体議会の意見聴取

↓

�住民投票の実施
（選挙管理委員会）

↓

�住民投票の結果による合併賛否決定
（当該自治体議会）

↓

�合併の申し入れと決定
（行政安全省）

↓

�合併推進計画の策定
（当該自治体の合併推進委員会）

↓

�合併に関する自治体設置特別法（案）策定
（行政安全省）

↓

�合併に関する自治体特別法案の制定
（国会で法案の通過）

↓

�当該地方自治体の合併成立
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図２ 自律的合併の支援政策

の際には、財政・行政サービスなどあらゆる分野に規制緩和や制度改善に

関係する優遇措置の支援が行われる。特に、１９９０年以降の地域間経済格差

を是正するための経済分野への支援や地域住民の関心の高い教育分野への

規制緩和及び強化政策は非常に注目すべき点がある。（図２参照）

今後、地方行政システム改編は、現在国会で審議中の「地方行政システ

ム改編に関する特別法」を軸に進められると見られる。その骨子をみると、

特別法の内容は、地方行政システム改編のための推進機構及び手続き、基

準と範囲、国の支援等が含まれている。大統領の直属として設置される「地

方行政システム改編推進委員会」は、改編に関する基本計画、国と地方及

び広域－基礎間事務と財源の配分、合併自治体の国家支援及び特例に関す

る事項の審議・議決する機関である。市・郡・区の自律的な合併は、２０１２

年６月までに自治体の議会議決や住民投票を経て、関連の法案が制定され

れば合併が成立することになっている。特別市・広域市・道の場合は、自

治体として存続するが、２０１３年６月まで道の地位と機能の再整備計画案を
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大統領と国会に報告するようになっている。

�．地方行政システム改編の論理

韓国における地方行政システム改編の論理は、まず、自律的合併の事例

にも現れているように、当該地方自治体や住民の意向よりも政治の判断（政

党の政略等）によって左右されているようにも見える。すなわち、地方分

権や地方自治という根本的な議論が明確ではないように見える。地方行政

システム改編は、基本的には地方自治体の効率性（行政能率性）から始ま

るが、行政区域の視点からみると、ひとつは、「規模の経済空間」を基準

とする「広域自治圏」の形成、もうひとつは、「日常生活空間」を基準と

する「基礎自治圏」があると考えられる。もちろんこれら二つの自治圏は、

歴史的・文化的・社会的・政治的な同質性及びアイデンティティ等を尊重

することを根幹としている。また、それぞれの都市及び地域には、それぞ

れの伝統や文化があり、この歴史が古いほど合併・改編に大きな焦点（共

同体意識）になっているのも事実である。しかし、時代の潮流や変化を見

越して将来のための変革であれば、一定の合意の下に斬新な発想で改革す

るのも必要であろう。

一方、国と地方間の財源や権限の配分問題について、真の地方自治を実

現するためには、国（中央政府）は超地方自治体の事務以外を地方に移譲

することが前提とされるべきであろう。広域地方自治体においては、政治

及び地域経済の以外を基礎地方自治体に移譲する。基礎地方自治体は、住

民生活の便宜性を確保することを主管とするのか望ましいであろう。

地方行政システム改編の推進方法としては、国民投票（他律的合併：法

律的合意）を重視する方法と、住民投票（自律的合併：関係者間合意）を

重視する方法がある。前者の場合は一定の法的基準が満たされればそれに

相当する地方自治体の地位を与えることで、政治的な要素が決定要因とし

て作用される。一方、後者の場合は住民や地域与件が主な決定要因となり、
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交渉相手との利害関係によって決定される場合が多い。いずれにしろ一般

的には両方法を混合するケースが普通であろう。

地方行政システム改編を政治的論理に基づくと、国と地方自治体間の権

力構造や利害関係に敏感になるが、成立すれば政治的葛藤が解消できると

いうメリットもある。しかし、合理的論理に基づいた場合は、合併賛成の

主な意見として共同体意識、行政需要対応、過剰投資回避などが主張され

る反面、合併反対の主な意見としては政治的・行政的混乱、行政組織関係

者反発などが生じてくる。実際に自律的合併の際、よく取り上げられる事

項として名称、庁舎の配置、地域ビジョンの提示等の課題を考慮すると、

段階的アプローチがとられ、地域内共通認識の導出、合併対象の地方自治

体間協議、住民投票による確定（地域住民の賛否世論の確認）、法的措置

の処理等の過程がよいかも知れない。

政治的・経済的・国際的な視点から地方行政システムの改編の論理を整

理すると、第１に、一律的な行政機構の設置による非効率性の解消（いわ

ゆる同じ組織の設置や縦割り行政の弊害等）、第２に、公共財供給の過剰

投資または立地葛藤の解消（無駄な地域間競争等）、第３に、生活経済圏

と地方行政サービス圏の不一致による不便の解消（情報化の進展や通信・

交通の発達等）、第４に、地方自治体間行政サービス葛藤問題の解消（水

源の利用やゴミ処理のような利害問題の対立等）、第５に、地方自治体の

自生力及び発展力の向上（中央政府からの財源と権限の委譲による自治権

の確保）、第５に、国際競争力の強化への対応（地域特性を生かした外交

の実現等）などがあげられる。

一方、地方行政システム改編に伴う課題としては、第１に、一時的では

あるが政治的・行政的な混乱が生じること（行政区域の変更による選挙区

の変更と政党間の優位度変化、組織変更による行政サービスの混乱）、第

２に、地方自治体数の減少による政治家の政治的・社会的影響力の減少す

ること（地方自治体の統治構造と政治家の存続問題で非常に敏感に反応）、

第３に、都市部と農村部の合併の際、財政的負担の不公平性が発生するこ
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と（合併交渉に最大な焦点）、第４に、行政組織の縮小及び人員減縮によ

る公共サービスの低下や公務員の抵抗があること（行政サービスの維持及

び向上、公務員の既得権の維持等）などが予想される。

�．結論

近年、あらゆる分野のグローバル化の加速と国際競争の激しさに対応す

るため、各国は対外政策の刷新のみならず地方行政システムを改編するこ

とで、その打開策を求める傾向がある。地方行政システムは、それぞれの

国の発展水準、時代の潮流、国際環境などに対応すべく、現在まで絶えず

変化してきたといえよう。本研究では、現在、韓国で議論されている地方

行政システム改編（地方自治体の階層構造及び行政区域の改編）の背景や

現状を分析することでその論理について考察してきた。

まず、韓国が地方行政システムの改編を行う必要性として、まず、国内

的には、地域の交通・通信の発達、地域経済圏や社会生活圏の拡大及び不

一致、政治勢力の変化（政権交代、政党戦略の変化、地方自治主義の台頭

等）、行財政能力の向上（国内外ニーズへの対応等）、地方自治体の財政的

自立の要求（地方の均衡発展等）などがあげられる。また、国際的には世

界経済の自由貿易主義への転換とボーダレス化、情報化社会の進展（IT

技術やインターネットの普及等）、諸分野のグローバル化の加速（例：金

融分野での世界金融危機等）、国際競争の激化（国レベルの対応や地域レ

ベルの対応の必要性と規模の経済性）、国家戦略の変化（国家の生存のた

めのグローバル企業と地方配置の必要性）などがあるといえよう。

このような背景の中で、韓国の地方行政システム改編の論理は、地方分

権本来の議論よりも地方行政システムの階層構造（権力と財源の配分）及

び行政区域に関心があるように見られる。他方、地方行政システム改編の

緊急性や当為性からみると、国民の支持を得るためには、地方分権や地方

自治の意識を向上させ、地方自治体の機能強化が地域間諸格差の是正に寄
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与することを喚起させる必要がある。資源がない国であるため、地方自治

体の国際競争力（地域力を強化）を高めるためにも改編が絶対的要件であ

ることも強調すべきであろう。そのためには、党略よりも地方行政システ

ム改編の論理を早く明確にすることと、改編の主体を政治家だけではなく

当該地域住民と一緒に展開させることが望ましいであろう。そして、少子

高齢化が急速に進む中、将来を見越して基礎生活圏重視の行政サービスを

考慮して基礎地方自治体を強化することに大きな意義があるといえよう。

注
１） 韓国地方行政研究院『外国の地方行政システム改編事例研究（�）』２００７年、２００～２９５頁。
２） 韓国地方行政研究院『外国の地方行政システム改編事例研究（�）』２００７年、１３５～２１９頁。
３） この報告書によると、道州制の性格について、中央政府は外交と国防等の必修機能のみを担

当し、地方政府として１千万人規模の１０個程度の道州が行政・教育・治安等を担当すると方

向性を示している。こうすることによって、中央政府の不必要な人力と予算が削減できると

ともに、地方政府は独自の行政ができ、国と地方が同時に行政効率性を高めることができる

と提案している。現在、日本は広域行政サービスを目指して市町村合併が進行中である。
４） 現在、イ・ミョンバク政権は、「５＋２広域経済圏」と「４大川整備事業」を積極的に推進

している。これが今後の地方行政システム改編に影響があると見られる。
５） Donggi Lee『地方行政システム改編の内容及び方向』全羅発展研究院、２００８年、１～２頁。
６） 韓国地方自治学会、『自治行政区域（階層）改編政策討論会』２００９年、３３～３４頁。
７） 憲法第１１７条、�地方自治体は住民の福利に関する事務の処理と財産を管理し、法令の範囲

の中で自治に関する規定を制定することができる。�地方自治体の種類は法律で定める。第

１１８条、�地方自治体に議会を置く。�地方議会の組織・権限・議員選挙及び地方自治体の

長の選考方法、他の地方自治体の組織と運営に関する事項は法律で定める。このように地方

分権に関する明確な明記がないということが指摘できる。
８） 韓国地方行政研究院の見解。
９） これについては、Gilsoo Choi・Yeongje Kim「地方行政システム改編に関する研究」『現代社

会と行政』大栄文化社、２００７年を参照せよ。
１０）Iksup Shim「住民のための行政区域改編」『地方行政』大韓地方行政共済会、２００６年、１６～

２６頁。
１１）韓国が地方自治体間合併の合意が得られた地方自治体に応じて関連の特別法や支援政策を決

定するのに対して、日本は事前に市町村合併に関する法律の制定や支援政策を決定しておい

て、その与件を満たせば合併が成立できるという大きな違いがある。
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